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富士見市告示第２２４号 
 

制限付一般競争入札（ダイレクト入札）を執行するので地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６の規定に基づき次のとおり告示する。 
なお、この告示に記載されていない事項については、富士見市建設工事等ダイレク

ト入札共通事項（平成１９年告示第２２５号）を適用する。 
 
平成２２年 ６月２５日 

 
富 士 見 市 長 星 野 信 吾     

 
工事番号 1001040013 

入札方法 制限付一般競争入札（電子入札・ダイレクト） 

工事名 旧上沢小学校解体工事 

工事場所 富士見市上沢３丁目地内 

工事概要 

解体・処分 
鉄筋コンクリート造１棟、鉄骨造２棟、コンクリートブロック造１棟 
他 総延べ床面積５，２１３㎡ 
付属建物・プール解体・処分、埋設物撤去・処分、外構撤去処分 
敷地内樹木伐採伐根・処分、整地、その他一式 

工 期 契約確定の日から平成２２年１２月２４日 

設計金額 １２４，７４０，０００円（税抜き） 
１３０，９７７，０００円（消費税及び地方消費税の額を含む） 

最低制限価格 設定する 

登録業種 建築工事業 

入
札
参
加
資
格 

事業所の

所在地、

総合評定

値等 

① 富士見市内に富士見市と契約締結の権限を有する者を置く本支店

等を有し、経営規模等評価結果通知書に係る建築工事の総合評定

値が７２０点以上の者。 
② ふじみ野市、三芳町、志木市、新座市内に富士見市と契約締結の

権限を有する者を置く本支店等を有し、経営規模等評価結果通知

書に係る建築工事の総合評定値が７２０点以上の者。 
③埼玉県内（①及び②を除く）に富士見市と契約締結の権限を有する

者を置く本支店等を有し、経営規模等評価結果通知書に係る建築工

事の総合評定値が９２０点以上の者。 
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施工実

績等 

上記①については、富士見市と契約締結の権限を有する者を置く当

該本支店等において、過去５年間（平成１７年度から平成２１年度）

に、国又は、地方公共団体が発注する建築一式工事で１件あたり３０

００万円以上の完成実績のある者。 
上記②については、富士見市と契約締結の権限を有する者を置く当

該本支店等において、過去５年間（平成１７年度から平成２１年度）

に、国又は、地方公共団体が発注する建築一式工事で１件あたり５０

００万円以上の完成実績のある者。 
上記③については、富士見市と契約締結の権限を有する者を置く当

該本支店等において、過去５年間（平成１７年度から平成２１年度）

に、国又は、地方公共団体が発注する建築一式工事で１件あたり１０

０００万円以上の完成実績のある者。 
 

入札参加 
受付期間 

平成２２年 ６月２５日（金）午後１２時から 
平成２２年 ７月１５日（木）午後 ４ 時まで 

入札期間 平成２２年 ７月１６日（金）午前 ９ 時から 
平成２２年 ７月２０日（火）午後 ４ 時まで 

開札日時 平成２２年 ７月２１日（水）午前 ９ 時００分 

再度入札 
の場合 

(1)再度入札は１回までとする。 
(2)初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。 
(3)初度入札の結果、再度入札となった場合の入札書提出期限及び開札

は、初度入札の翌日とし、再入札書の受付締切時間及び開札時間は、

初度入札終了後、システムにより通知する。 
閲覧又は

貸出期間 
入札参加受付期間内（土、日を除く）に管財課でＣＤ－ROM にて貸

し出す。貸出期間は、貸出の日から１日間とする。 

質疑受付 
平成２２年 ６月２５日（金）午後１２時から 
平成２２年 ７月１２日（月）正午まで 
電子入札システムにより提出すること。 

設
計
図
書
等 

質疑回答 平成２２年 ７月１３日（火）まで 
電子入札システムに随時掲示する。 

前 金 払 有４０％ 
契約保証金 契約金額の１０分の１以上の金銭的保証を必要とする。 

 
問合せ 富士見市役所管財課 
    ０４９－２５２－７１３０ 


